
平
成
二
十
八
年
内
閣
府
・
総
務
省
・
財
務
省
・
厚
生
労
働

省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第

二
号

経
営
力
向
上
に
関
す
る
命
令

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八

号
）
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
経
営
力
向
上
に
関
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

（
関
係
事
業
者
に
関
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
関
係
）

第
一
条
　
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
十
項
第
八
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る

関
係
は
、
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
総
数
、
出
資

口
数
の
総
数
又
は
出
資
価
額
の
総
額
の
百
分
の
五
十
以

上
に
相
当
す
る
数
又
は
額
の
株
式
又
は
出
資
を
事
業
者

及
び
当
該
事
業
者
の
代
表
者
が
有
す
る
関
係
と
す
る
。

（
経
営
力
向
上
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
二
条
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
力
向

上
計
画
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
事
業
者

等
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
力
向
上
計

画
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
事
業
者
等

は
、
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
事
業
承
継
等
（
同

項
第
九
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
中
小

企
業
等
の
経
営
強
化
に
関
す
る
基
本
方
針
（
令
和
三
年

厚
生
労
働
省
、
経
済
産
業
省
告
示
第
一
号
）
第
４
の
２

の
二
の
ロ
（
１
）
①
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
場
合
で
あ

っ
て
、
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
業
又
は
資
産
（
土
地

及
び
家
屋
に
限
る
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
譲
受
け
を
行
う
旨
を
記
載
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規

定
は
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
様
式
第
二
に
よ

る
申
請
書
を
、
当
該
事
業
を
行
う
事
務
所
又
は
当
該
資

産
が
所
在
す
る
都
道
府
県
（
次
項
並
び
に
次
条
第
二
項

及
び
第
三
項
に
お
い
て
単
に
「
都
道
府
県
」
と
い
う
。
）

を
経
由
し
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
前
項
の
特
定
事
業
者
等
は
、
前
項
の
申
請
書
の
写
し

を
都
道
府
県
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
は
意
見
を
付
し
て
、
主
務
大

臣
に
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
特
定
事
業
者
等
が
法
第
二
条

第
十
項
に
規
定
す
る
事
業
承
継
等
を
行
う
旨
を
記
載
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
請
書

に
は
、
当
該
事
業
承
継
等
の
内
容
（
他
の
事
業
者
の
代

表
者
の
状
況
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
次
条
第
四
項
第

二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
事
業
承
継
等
に
係

る
合
意
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
特
定
事
業
者
等
が
経
営
力
向

上
設
備
等
を
取
得
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
又

は
第
二
項
の
申
請
書
に
は
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法

施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
四

号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を

証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
特
定
事
業
者
等
が
法
第
十
七

条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
許
認
可
等
（
以
下

「
特
定
許
認
可
等
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
被
承
継
等
特

定
事
業
者
等
の
地
位
を
記
載
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
被
承
継
等

特
定
事
業
者
等
が
当
該
地
位
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
特
定
事
業
者
等
が
中
小
企
業

等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
第
十
七
条
に
規
定
す
る
要
件

を
備
え
る
者
で
あ
る
こ
と
を
記
載
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
特
定

事
業
者
等
が
当
該
要
件
を
備
え
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
主
務
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
請
書
及
び

第
四
項
、
第
五
項
、
第
六
項
又
は
前
項
の
書
類
の
ほ

か
、
事
業
分
野
別
指
針
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る

た
め
に
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

９
　
法
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
代
表
者
は
、
一
名

と
す
る
。

（
経
営
力
向
上
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第
三
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
力
向

上
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

事
業
者
等
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
申
請
書
を
主
務
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
力
向
上
計

画
の
変
更
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
事
業

者
等
は
、
前
条
第
二
項
の
事
業
又
は
資
産
の
譲
受
け
の

内
容
に
変
更
が
あ
る
旨
を
記
載
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
様
式
第
三
に
よ
る
申
請
書
を
、
都
道
府
県
を
経
由

し
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
特
定
事
業
者
等
は
、
前
項
の
申
請
書
の
写
し

を
都
道
府
県
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
は
意
見
を
付
し
て
、
主
務
大

臣
に
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
経
営
力
向
上
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
経
営

力
向
上
に
係
る
事
業
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
類

二
　
事
業
承
継
等
の
内
容
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
、

変
更
の
内
容
及
び
当
該
変
更
後
の
事
業
承
継
等
に
係

る
合
意
を
証
す
る
書
類

三
　
取
得
す
る
経
営
力
向
上
設
備
等
に
変
更
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
変
更
後
の
経
営
力
向
上
設
備
等
が
、

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
第
十
七
条
に
規

定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

四
　
新
た
に
特
定
許
認
可
等
に
基
づ
く
被
承
継
等
特
定

事
業
者
等
の
地
位
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
当
該
被

承
継
等
特
定
事
業
者
等
が
当
該
地
位
を
有
す
る
こ
と

を
証
す
る
書
類

（
事
業
承
継
等
の
報
告
及
び
行
政
庁
へ
の
通
知
）

第
四
条
　
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

は
、
様
式
第
四
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
吸
収
合
併
契
約
書
、
新
設
合
併
契
約
書
、
吸
収
分

割
契
約
書
、
新
設
分
割
計
画
書
又
は
事
業
譲
渡
契
約

書
の
写
し

二
　
承
継
等
特
定
事
業
者
等
が
承
継
す
る
事
業
に
従
事

す
る
従
業
員
の
配
置
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

三
　
承
継
等
特
定
事
業
者
等
（
特
定
許
認
可
等
に
基
づ

く
地
位
を
承
継
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
会
計
に
関

す
る
書
類

四
　
そ
の
他
主
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２
　
法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
前

項
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
事
業
承
継
等
事
前
調
査
の
報
告
）

第
五
条
　
特
定
事
業
者
等
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
認

定
に
係
る
経
営
力
向
上
計
画
（
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変

更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
経
営
力

向
上
計
画
」
と
い
う
。
）
に
、
法
第
十
七
条
第
四
項
第

二
号
に
規
定
す
る
事
業
承
継
等
事
前
調
査
（
次
項
に
お

い
て
単
に
「
事
業
承
継
等
事
前
調
査
」
と
い
う
。
）
に

関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
認
定
経
営

力
向
上
計
画
に
従
っ
て
事
業
承
継
等
（
法
第
二
条
第
十

項
第
八
号
に
掲
げ
る
措
置
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
五
に

よ
る
報
告
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
主
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
株
式
譲
渡
契
約
書
の
写
し

二
　
当
該
特
定
事
業
者
等
が
承
継
す
る
事
業
に
従
事
す

る
従
業
員
の
配
置
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

三
　
そ
の
他
主
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
事

業
承
継
等
及
び
事
業
承
継
等
事
前
調
査
が
、
認
定
経
営

力
向
上
計
画
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た

と
き
は
、
当
該
認
定
経
営
力
向
上
計
画
に
従
っ
て
経
営

力
向
上
に
係
る
事
業
を
行
う
特
定
事
業
者
等
に
対
し
て

確
認
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
命
令
は
、
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促

進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
八
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
一
四
日
内
閣
府
・

総
務
省
・
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産

省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
十
五
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
命
令
に
よ
る

改
正
前
の
経
営
力
向
上
に
関
す
る
命
令
様
式
第
一
に
よ

り
さ
れ
て
い
る
経
営
力
向
上
計
画
の
認
定
の
申
請
は
、

こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
経
営
力
向
上
に
関
す
る
命

令
様
式
第
一
に
よ
る
経
営
力
向
上
計
画
の
認
定
の
申
請

と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
六
日
内
閣
府
・
総

務
省
・
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・

経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
七
月
九

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
命
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
第
一
及
び
様
式
第
二
に
よ
る
書
類

は
、
当
分
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後

の
様
式
第
一
及
び
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
内
閣
府
・
総
務

省
・
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経

済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
二
日
内
閣
府
・
総

務
省
・
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・

経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）

こ
の
命
令
は
、
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資

す
る
た
め
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
十
六
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
一
六
日
内
閣
府
・
総

務
省
・
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・

経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
促
進
の
た

め
の
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関

1



す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
令
和
二
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府
・

総
務
省
・
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産

省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
命
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
命

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
一
六
日
内
閣
府
・
総

務
省
・
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・

経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
三
〇
日
内
閣
府
・
総

務
省
・
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・

経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施

行
の
日
（
令
和
三
年
八
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
経
営
力
向
上
計
画
の
認
定
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
こ

の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
経
営
力
向
上
に
関
す
る
命
令

（
次
項
に
お
い
て
「
新
命
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
令
和
三
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
認
定
を
受
け
て
い
る
経

営
力
向
上
計
画
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
り
申
請
し
て
認
定
を
受
け
た
経
営
力
向
上
計
画

の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
新
命
令
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
八
月
三
一
日
内
閣
府
・
総

務
省
・
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・

経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
命
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
命
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

様
式
第
１
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様
式
第
２
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様
式
第
３

様式第3（令2内府総省財厚労農水経産国交令1・全改、令2内府総省財厚労農水経産国交令4・一部改正） 認定経営力向上計画の変更に係る認定申請書 年月日 主務大臣名殿 住所 名称及び 代表者の氏名 年月日付けで認定を受けた経営力向上計画について下記のとおり変更したいので、中小企業等経営強化法第18条第1項の規定に基づき認定を申請します。 記 1変更事項 2変更事項の内容 （備考） 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 （記載要領） 変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載すること。  

様
式
第
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式
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